
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

平成十七 年 六月 八日

衆議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

六 派遣労働者としての障害者の雇用について、障害者雇用の促進を図る観点からその実情を含め検討を加え、

その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとすること。

七 障害者の働く場の一層の創出を図るため、企業内で職務を整理して仕事を分かち合うこと、工業団地や商店街

のような地域において、障害者を多数雇用する企業に仕事を出し合うこと等を通じて、企業が企業内外におけ

る障害者の働く場の創出に取り組むことを推進すること。

別紙２



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

平成十七年六月二十八日

参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

四、 障害者の雇用機会の一層の拡大を図る観点から、精神障害者に対しては、グループ就労等の多様な

就労形態の促進等、必要な支援措置を講ずること。また、一般雇用への就労が困難な障害者に対して

は、多様な就労の場が確保されるよう、積極的な取組を行うこと。

十一、週二十時間以上三十時間未満の短時間労働について、重度以外の身体障害者・知的障害者に対し

ても実雇用率を適用し、法定雇用率の算定上にも身体障害者・知的障害者の短時間労働を反映させ

ることについて影響を十分検討し、その結果に基づいて、必要な措置を講ずること。また、納付金等の

算定に当たっても同様の取扱いとすること。

十二、派遣労働者としての障害者の雇用について、障害者雇用の促進を図る観点から、その実情を含め検

討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずること。

十三、障害者の働く場の一層の創出を図るため、企業内で職務を整理して仕事を分かち合うこと、工業団地

や商店街のような 地域において、障害者を多数雇用する企業に仕事を出し合うこと等を通じて、企業

が企業内外における障害者の働く場の創出に取り組むことを推進すること。


